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◇秋田県再生可能エネルギー等導入推進臨時対策基金条例（秋田県条例第１号）
１　災害の発生時に防災の拠点となる公共施設等における再生可能エネルギーの導入等を推進するため、これらの施設
への再生可能エネルギーを利用する発電設備及び蓄電池設備の設置等に係る臨時の事業に充てる資金として、秋田県
再生可能エネルギー等導入推進臨時対策基金（以下「基金」という。）を設置することとした。（第１条関係）
２　基金の積立て、現金の管理、運用益金の処理、現金の繰替運用、基金の処分及び規定の委任について定めることと
した。（第２条～第７条関係）
３　施行期日等
　⑴　この条例は、公布の日から施行することとした。
　⑵　この条例は、平成28年３月31日限り、その効力を失うこととした。

◇秋田県森林整備及び木材産業振興臨時対策基金条例の一部を改正する条例（秋田県条例第２号）
１　秋田県森林整備及び木材産業振興臨時対策基金の設置期限を平成27年３月31日（現行平成24年３月31日）に延長す
ることとした。（附則第２項関係）
２　施行期日
　　この条例は、公布の日から施行することとした。

◇秋田県緊急雇用創出臨時対策基金条例の一部を改正する条例（秋田県条例第３号）
１　題名を「秋田県緊急雇用創出等臨時対策基金条例」に改めることとした。
２　地域社会から孤立するおそれのある一人暮らしの高齢者等と地域社会とのつながりの維持に係る臨時の事業を秋田
県緊急雇用創出臨時対策基金の対象事業に加えることとした。（第１条関係）
３　施行期日
　　この条例は、公布の日から施行することとした。

◇秋田県港湾施設管理条例の一部を改正する条例（秋田県条例第４号）
１　秋田県港湾施設管理条例（昭和34年秋田県条例第19号）の一部改正（第１条による改正）
　　用途を廃止する港湾施設について所要の規定の整備を行うこととした。（別表関係）
２　秋田県港湾施設管理条例の一部改正（第２条による改正）
　⑴　使用について知事の許可を要する港湾施設に、港湾管理施設及び移動式施設を加えることとした。（第３条関
係）

　⑵　平成24年４月９日から平成27年３月31日までの間に軌道走行式荷役機械及び移動式荷役機械（トランスファーク
レーンに限る。）を使用する場合の使用料の特例を定めることとした。（附則第３項関係）

　⑶　秋田港外港上屋、コンテナターミナル管理棟及び移動式荷役機械の使用料の額を次のとおり定めることとした。
（別表関係）
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　⑷　その他所要の規定の整備を行うこととした。
３　施行期日
　　この条例は、平成24年４月９日から施行することとした。ただし、１は、公布の日から施行することとした。

◇秋田県生徒等修学支援臨時対策基金条例の一部を改正する条例（秋田県条例第５号）
１　経済的理由によって修学が困難な東日本大震災の被災者に対する公立の専修学校の授業料及び入学料の減免に係る
　臨時の事業を秋田県生徒等修学支援臨時対策基金（以下「基金」という。）の対象事業に加えることとした。（第
１条関係）
２　基金の設置期限を平成27年３月31日（現行平成24年３月31日）に延長することとした。（附則第２項関係）
３　施行期日
　　この条例は、公布の日から施行することとした。

◇秋田県林内路網の整備の促進に関する条例（秋田県条例第６号）
１　この条例は、林内路網の整備に関する基本理念、県の責務等、施策の基本的な事項を定めることにより、林内路網
の整備を総合的かつ計画的に推進し、もって本県の林業の振興に資することを目的とすることとした。（第１条関
係）
２　この条例において用いる「林内路網」及び「森林所有者等」の用語の意義を定めることとした。（第２条関係）
３　林内路網の整備に関する基本理念を定めることとした。（第３条関係）
４　林内路網の整備に関する県の責務並びに森林所有者等及び県民の役割を定めることとした。（第４条～第６条関
係）
５　知事は、森林資源の状況等に応じた林道の適切な配置及びその円滑な整備の推進を図るための計画を定めなければ
ならないこととした。（第７条関係）
６　県は、市町村が市町村森林整備計画を定めるに当たり、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、市町村が林道
の整備に関する施策を策定し、及び実施しようとするときは、技術的な助言その他の必要な協力及び支援を行うこと
とした。（第８条関係）
７　県は、森林所有者等が行う森林作業道の整備の促進を図るため、市町村と協力して、林道の整備に関する計画に係
る情報の提供、森林作業道の整備に関する技術的な助言等を行うこととした。（第９条関係）
８　県は、その財政運営上可能な範囲内において、林内路網の整備に関する施策を実施するために必要な財政上の措置
を講ずることとした。（第10条関係）
９　知事は、毎年、林内路網の整備に関して講じた施策を明らかにする報告書を作成し、県議会に提出することとし
た。（第11条関係）
10　施行期日
　　この条例は、平成24年４月１日から施行することとした。

◇ ◇
◇ ◇

◇ ◇

秋田港外港上屋

コンテナターミナル管理棟

移動式荷役機械

コンテナの荷さばきの用
に供する上屋

くん蒸の用に供する上屋

その他の上屋

　使用面積１㎡につき、次に掲げる使用日数の区分に応じ順次適用
して計算した金額の合計額
　①　15日以下　　　　　　　　　　　　　１日につき　13.50円
　②　16日以上30日以下　　　　　　　　　１日につき　27.00円
　③　31日以上　　　　　　　　　　　　　１日につき　40.50円

くん蒸処理１回につき 　　　　　　　　　　　　　　　28,000円

　使用面積１㎡につき、次に掲げる使用日数の区分に応じ順次適用
して計算した金額の合計額
　①　15日以下　　　　　　　　　　　　　１日につき　15.01円
　②　16日以上30日以下　　　　　　　　　１日につき　30.03円
　③　31日以上　　　　　　　　　　　　　１日につき　45.04円

使用面積１㎡につき１月　　　　　　　　　　　　　　　1,000円

　　　　　　　　トランスファークレーン　　　　　　　6,432円
　　　　　　　　タイヤマウント式クレーン　　　　　　12,500円
使用時間１
時間につき
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条　　　　　　　　例
　 次 に 掲 げ る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。　

　 一　 秋 田 県 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 等 導 入 推 進 臨 時 対 策 基 金 条 例

　 二　 秋 田 県 森 林 整 備 及 び 木 材 産 業 振 興 臨 時 対 策 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 三　 秋 田 県 緊 急 雇 用 創 出 臨 時 対 策 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 四　 秋 田 県 港 湾 施 設 管 理 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 五　 秋 田 県 生 徒 等 修 学 支 援 臨 時 対 策 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

　 六　 秋 田 県 林 内 路 網 の 整 備 の 促 進 に 関 す る 条 例

　 　 平 成 二 十 四 年 三 月 九 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久
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